
 Ⅲ．許可申請等の処理の流れ 《審議案件》 

   毎月締切日に取りまとめ、現地等調査のうえ、農業委員会総会で審議し、処理します。 

 

申請者     準 備   調査・書類作成・事前相談等準備。 

(※家族や行政書士等) 

 書類の提出  申請書・証明願等の提出。(提出先：農業委員会事務局) 

  

  毎月７日頃    締 切  ※締切日を過ぎますと翌月扱いとなります。 

  

(現地調査 14 日頃)  審査・調査  書類審査・現地調査・確認聴取等 

  

 毎月２１日頃     総会(審議)  許可・不許可の行政処分や証明等の決定 

                ①農業委員会処分案件 

              処理・連絡  事務処理、申請者等へ連絡 

 

 交 付   許可書、証明等の交付 

②知事(大臣)処分案件 

 意見を付し知事へ送付  

 

【処理権者(区分)】   【必要な手続きの別】     【標準処理期間】 

 ①農業委員会(審議)  … ３条許可申請         ３週間(２１日) 

納税猶予適格者証明願       〃 

主たる従事者証明願、等      〃 

②知事(大臣)     … ４条許可申請         愛知県で確認ください。 

(農業委員会経由)      ５条許可申請、等   (実績では、県送付後、概ね１カ月です。)  
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